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行
政
手
続
き
の
押
印
見
直
し
に
あ
わ

せ
て
、
４
月
１
日
か
ら
、
町
営
水
道
の

一
部
の
手
続
が
、
電
話
や
電
子
メ
ー
ル

等
か
ら
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
届
出
書
の
提
出
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
手
続
き

の
方
法
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

確
認
で
き
ま
す
。

▼
対
象
手
続
き　

水
道
の
開
始
（
再
開

の
届
出
に
限
る
）
、
水
道
の
休
止
、

給
水
用
途
の
変
更

▼
手
続
方
法　

電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

電
子
メ
ー
ル

▼
注
意
事
項

・
対
象
手
続
き
以
外
の
手
続
き
は
、
書

類
の
提
出
が
必
要
で
す
。

・
希
望
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
届
出

日
よ
り
以
前
の
日
付
で
の
手
続
き
は

で
き
ま
せ
ん
。

・
申
し
込
み
内
容
の
確
認
の
た
め
、
電

話
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
必
要
な
情
報
（
上
表
）
に
不
備
が
あ

る
場
合
は
、
申
し
込
み
を
受
け
付
け

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
申
し
込
む
際
に
は
、

既
定
の
様
式
を
ご
使
用
く
だ
さ
い

（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）
。

・
水
道
の
契
約
内
容
に
関
し
て
は
、
那

須
町
水
道
給
水
条
例
に
準
じ
ま
す
。

・
公
共
下
水
道
に
接
続
し
て
い
る
場
合

は
、
あ
わ
せ
て
那
須
町
下
水
道
条
例

第
16
条
の
規
定
の
届
と
み
な
し
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ

上
下
水
道
課
水
道
業
務
係　

☎
72 

６
９
２
０　

Fax 

72 

６
７
２
7

suido@tow
n.nasu.lg.jp

４
月
１
日
か
ら
、「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
」

に
加
え
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

「
Ｌ
I
N
E
」
の
モ
バ
イ
ル
決
済
サ
ー

ビ
ス
「
Ｌ
I
N
E
Ｐ
ａ
ｙ
」
を
使
っ
て

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
を
納
付
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▼
利
用
方
法

①
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ
た
水
道
料

金
等
の
納
付
書
を
用
意
す
る
。

②
「
Ｌ
I
N
E
Ｐ
ａ
ｙ
」
の
メ
ニ
ュ
ー

画
面
に
あ
る
「
請
求
書
支
払
い
」
を

タ
ッ
プ
す
る
。

③
納
付
書
の
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
。

④
納
付
内
容
を
確
認
し
、「
決
済
」を
タ
ッ

プ
し
て
手
続
き
を
完
了
す
る
。

※
バ
ー
コ
ー
ド
の
有
効
期
限
が
過
ぎ
た

納
付
書
で
は
手
続
き
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
あ
ら
か
じ
め
「
Ｌ
I
N
E
Ｐ
ａ
ｙ
」

へ
の
登
録
と
、
残
高
に
チ
ャ
ー
ジ
を
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
領
収
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
ア

プ
リ
の
「
決
済
履
歴
」
で
支
払
い
履
歴

を
確
認
で
き
ま
す
。

※
「
Ｌ
I
N
E
Ｐ
ａ
ｙ
」

の
詳
し
い
利
用
方
法
は
、

ガ
イ
ド
ペ
ー
ジ

（http://pay-blog.line.m
e/archives

/74562305.htm
l

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

上
下
水
道
課
水
道
業
務
係

☎
72 

６
９
２
０

那
須
町
農
業
経
営
収
入
保
険
加
入

促
進
事
業
補
助
金
は
、
自
然
災
害
等

に
備
え
た
地
域
農
業
の
維
持
と
継
続

を
図
る
た
め
、
栃
木
県
農
業
共
済
組

合
の
農
業
経
営
収
入
保
険
に
加
入
し

て
い
る
町
内
の
農
業
者
や
法
人
に
対

し
て
補
助
金
を
支
払
う
も
の
で
す
。

保
険
の
加
入
手
続
き
と
補
助
金
の

支
払
い
は
、農
業
共
済
組
合
が
取
り
ま

と
め
て
行
い
ま
す
。令
和
３
年
度
の
補

助
金
を
受
け
取
る
に
は
、11
月
30
日
ま

で
に
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。ぜ
ひ

保
険
へ
の
加
入
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
金
を
受
け
る
条
件

　

栃
木
県
農
業
共
済
組
合
で
行
う
、
毎

年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
期
間
に
農

業
経
営
収
入
保
険
へ
加
入
し
て
お
り
、

保
険
料
等
の
総
額
の
う
ち
積
立
金
を

除
い
た
額
と
事
務
費
の
合
計
が
１
万

円
以
上
で
あ
る
こ
と

▼
補
助
額
　

保
険
料
等
の
額
の
３
分
の
１

※
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
。
た
だ
し
、

上
限
は
３
万
円
。

▼
問
合
せ

○
保
険
へ
の
加
入
に
つ
い
て　

栃
木
県
農
業
共
済
組
合
那
須
北
支
所

☎
64 

３
６
６
３

○
補
助
金
に
つ
い
て

農
林
振
興
課
農
政
係
☎
72 

６
９
１
１

町営水道の手続きが便利になりました
■手続きで必要な情報

契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等
※代理人が手続きを行う際は、代理人の情報も必要です。

・水道を使用する場所の住所　・給水用途　
・納付書の送付先　　　　　　・使用開始日
・料金の支払方法（納付書、口座振替（金融機関に口座振替の申込みをした方のみ））

・使用を休止する場所の住所　・給水用途　・休止の理由（転居、一時休止等）
・使用休止日、精算料金の支払方法（納付書、口座振替）
・納付書の送付先（転居先等）

・水道を使用している場所の住所　・現契約での給水用途　
・変更したい給水用途　・用途の変更理由　・変更日

共 　 通

水 道 の 開 始
（再開の届出に限る）

水 道 の 休 止

給水用途の変更

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
が
Ｌ
I
N
E
Ｐ
ａ
ｙ
で
納
付
で
き
ま
す

農
業
経
営
収
入
保
険
に
加
入
し
ま
し
ょ
う


